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同一� 
o警
富
市
指
令
第
ム
九
十
九
号

務
二
十
一
線
1

簿
二
十
五
銭
、
綴
二
十
八
糸
及
び
樹
剛
一
一
…
十
六
条
第
二
機
中
「
又
捻
チ
エ
コ
総
気
い
者
寸
チ
�
 コ

帥
制
緩
又
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
協
慾
い
に
改
め
る
α

樹
淵
欄
間
十
一
一
条
に
次
の
ぺ
碍
帽
を
知
閥
、
え
一
莞

九
丸
ベ
イ
ン
協
盆
第
ド
粂
1ω
叫
に
綴
注
す
る
丸
ベ
イ
ン
の
法
令

十
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
協
建
第
一
条
�
 刊
に
録
申
止
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
法
令

第
回
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
チ
ヱ
コ
柄
勘
定
」
を
「
、
チ
エ
コ
協
定
又
は
ア
イ
ん
ラ
ン
ド
協
定
」
に
改
め

る。

回
開
刻
�
 

ζ
の
紋
令
辻
、
次
の
各
臥
噌
に
鰐
げ
る
緩
定
ど
と
い
札
、
そ
れ
ぞ
れ
当
桜
各
号
に
哨
止
め
る
愚
か
弟
銭
符
す
る
。

l
M

…
第
…
条
中
一
社
会
保
協
聞
協
定
的
築
相
砲
に
伴
う
際
法
制
仲
�
 高
岡
山
険
法
柑
曹
の
特
例
等
に
開
削
す
る
総
合
第
二
条
第
凶
十
号
及

A

滋
臨
融
緩
派
哨
職
務
綴
の
滋
統
一
な
溜
憾
の
時
時
保
設
、
び
派
遣
義
務
の
総
幾
条
件
の
整
鍵
註
関
す
る
刊
義
綴
京
選

二
条
第
二
冊
棋
の
翁
耐
町
村
者
柑
止
め
る
省
令
の
…
磁
を
数
返
す
る
省
令

労
働
者
‘
派
議
事
暗
曜
の
適
正
な
殻
営
の
確
保
及
び
暗
部
滋
労
滋
老
母
就
業
条
件
の
即
時
同
備
等
に
関
す
る
法
律
鐘
揺
り
令
簿
二
条

第
一
命
演
の
+
市
計
町
村
老
定
め
る
索
令
(
平
成
十
八
年
厚
生
隔
月
品
開
省
令
第
七
十
号
)
由
一
部
在
次
の
よ
う
に
改
ま
す
る

表
群
馬
薬
品
壌
市
荷
村
名
由
欄
中
「
高
崎
市
」
を
「
翁
穏
第
一
一
尻
島
結
岡
市
」
�
 
改
め
、
同
表
埼
玉
県
の
項
言
寄
村
名
丹

b
E

欄
中
「
小
選
と
き
が
わ
陀
」
在
「
と
き
が
�
 

主

培

、

雲

熊

本

黒

星

中

」

霊

互

主

主

高

る。

縦
割
問

こ
の
省
令
は
、
公
擦
の
お
か
ら
路
行
ず
る
句

。
燦
林
水
綴
笈
議
開
間
十
九
様

び
篤
州
出
十
…
管
の
改
江
綴
窓
、
開
門
殺
に
一
一
等
老
舗
え
る
改
�
 綴
惣
〈
悶
州
地
嫡
輸
措
蕊
十
一
等
拡
綴
喜
劇
料
品
刀
に
欄
削
る
。
}
、

関
門
令
第
一
一
一
十
朗
換
に
ご
場
栓
紛
え
る
時
同
友
灘
定
翁
換
第
七
時
に
係
器
部
分
に
機
器
。
〉
、
問
問
令
議
ハ
十
一
織
に
一
一

殺
事
総
門
閥
明
和
相
一
一
}
十
双
年
抽
出
綴
筑
前
開
間
十
五
四
噌
〉
綴
八
十
と
絞
め
総
欄
州
…
刑
制
的
柑
制
緩
い
凡
総
づ
恥
句
、
動
物
期
間
綴
綴
織
の

T
L

u

e

事
誠
一
一
十
一
…
年
丸

ァ

号
社
紛
え
る
時
同
氏
胡
制
緩
〈
関
門
像
祭
蕊
号
に
綴
る
線
分
ド
ル
限
品
。
〉
.
悶
世
相
舟
�
 4
3
一
…
換
に
ご
絡
を
い
出
え
る
改
疏
筑
波

ハ
開
問
券
婚
双
簿
に
係
る
約
分
に
問
問
る
a
v
、
間
開
令
綴
九
十
蕊
織
に
一
…
常
者
加
え
る
後
絞
殺
刑
法
潟
糸
線
九
婚
に
係
る

額
分
に
殴
る
�
 、
問
命
第
九
十
六
銭
(
箆
脳
出
し
者
曾
獄
。
�
 の
改
波
誠
定
〔
閣
内
糸
簿
一
一
一
軒
械
に
係
る
総
�
 

、

h
h

却
を
除
く
J

開
開
条
昭
次
に
一
魚
者
加
え
る
改
争
点
規
定
、
出
向
令
第
九
十
七
殺
に
一
一
号
在
加
え
る
改
支
録
申
比
八
開
開
条
第
九
号
に
係
る

佼
附
閣
の
綴
制
制
に
糊
鮒
ず
る
般
職
令
の
一
齢
者
改
版
す
品
智
令
栓
次
の
よ
う
ぷ
絞
め
品

…

器

輸

脱

林

水

産

大

同

岡

山

邸

玄

濠

m
N

齢
制
相
判
山
制
緩
滋
仰
臨
時
附
脱
出

動
物
抽
出
医
材
班
お
丹
後
織
の
綴
郊
に
関
す
る
省
令
〔
瑠
和
五
十
五
年
幾
給
水
産
省
令
第
閥
十
二
号
〉
の
一
部
老
攻
品
り
よ

う
に
改
正
す
る
。

的
規
制
に
翻
す
品
省
令
の
…
畿
を
改
渓
す
晶
出

m

J
部
分
に
湿
る
。
)
、
同
令
第
九
十
八
久
間
母
褒
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
〔
盟
問
表
九
母
項
に
採
る
部
分
に
限

別
表
第
一
マ
ホ
プ
ラ
ジ
ン
を
有
効
成
分
と
す
る
注
射
制
閣
の
帝
恨
む
次
に
次
母
よ
う
に
加
え
る
。

る
�
 、
同
令
第
百
九
条
第
二
号
の
改
正
幾
建
設
び
に
同
令
第
吉
一
干
九
条
嘉
一
環
第
二
号
母
警
」
規
定
、
第
二
条

良
野
見
訴
訟
司
�
 

踏
ま
認
証
影
監
調
盟
問

F

中
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
富
家
公
務
員
共
済
短
合
法
等
の
特
例
に
隠
す
る
政
令
第
二
条
の
改
正
規
定
、
同

H
A
W

一

し

刷

円

付

。

一

立

川

昨

週

明

斗

品

開

狩

谷

計
調
�
 叫
邸
盤
最
高
一
官
盤

4
n

嘉
�
 

作
餅
�
 
可
制
滋
ゐ
羽
滋

f

れ

q

N

h
H

V
V

買
収
む
田
問
令
第
怨
十
条

J

M
L
二
号
を

J

令
第
宇
八
条
に
二
号
者
加
え
る
改
正
銀
定
(
居
間
条
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る

鍛
え
る
改
正
規
定
〔
悶
条
第
九
号
に
係
る
滋
分
に
幅
削
る
�
 、
策
士
一
条
中
技
会
保
灘
協
定
め
策
議
�
 伴
走
抽
出
方
公
務

員
時
薬
務
総
合
法
等
の
特
例
に
阿
幽
す
る
双
令
第
二
条
の
改
正
総
定
、
問
令
翌
十
八
条
に
ニ
轡
を
お

22改
涜
規
定

H
L

M
M

ub

内
向
条
第
説
明
、
に
係
る
部
分
に
絞
る
。
〉
及
び
関
門
令
滋
鈎
十
条
に
・
…
脇
市
社
加
え
る
改
双
綴
笈
{
錦
糸
答
九
絡
に
係
る

慾
分
に
胸
眠
器
。
〉
帯
ぴ
に
明
踊
問
問
糸
中
一
役
会
後
脇
問
機
慾
の
骨
内
情
細
川
弘
坤
げ
つ
私
古
川
学
校
絵
験
段
必
然
也
市
の
特
舗
に
問
問
ず
る
級

品μ
然
一
一
条
第
十
・
�
 噂
の
閣
の
次
に
…
…
唆
者
叙
え
る
改
蕊
娩
絞
〈
関
条
第
十
似
噂
の
双
山
L
m
開
基
線
分
同
札
機
晶
�
 、
間

条
家
?
八
時
及
び
第
十
九
努
の
政
絞
殺
申
品
、
階
的
令
第
一
一
十
条
径
一
時
栓
加
え
る
改
波
淵
潮
崎
品
門
間
関
条
也
捕
双
琴
に
係
る

総
分
に
問
削
る
。
〉
並
�
 
に
附
令
第
闘
士
一
条
に
一
一
号
最
初
切
一
え
る
改
正
想
記
{
閃
条
第
九
日
帝
に
�
 鴨
神
占
令
部
分
に
帽
服
売
)

社
会
保
持
に
倒
す
る
日
本
国
と
ス
ペ
イ
ン
と
の
開
闘
の
柄
制
定
の
勃
刃
先
生
の
凶

m

J

ニ
諮
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
議
定
数
会
穣
欝
に
出
掛
ず
る
日
ヰ
悶
政
府
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
愛
車
問
と
の
療
品
協
定

会
効
力
発
生
の
日

内
閣
総
理
大
臣

総
務
大
箆

財
務
大
祭

文
部
科
学
大
経

縛
生
労
働
大
総

長 )11主事長室誉
議室議IllU

滋費量吾妻 

H
V
V

A
Y

一
労
品
部
務
出
関
遂
事
議
開
適
応
な
滋
桝
般
の
滋
畑
開
設
び
蹴
侃
逃
労
幾
表
的
税
義
条
件
の
聞
編
等
に
関
す
る
波
線
発
行
�
 
ハ
硲
和
�
 

一
六
十
一
年
数
全
第
九
十
五
�
 
第
二
条
第
一
一
議
の
欄
腕
市
廷
に
基
づ
童
、
労
偽
者
極
議
事
識
の
遠
足
立
逮
営
必
殺
同
開
及
び
派

一
選
労
協
鞠
考
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
怒
行
奇
業
二
条
第
二
壌
の
市
町
村
在
定
め
る
審
令
母
一
怒
老
改
正
す

る
省
令
老
次
母
よ
う
に
定
め
る
。

手
袋
二
十
二
年
九
月
一
日

厚
生
労
貼
明
大
豆

長
委

怒

国

制

降

潟

利

時

評

叫

印

刷

沖

蜘

陣品市開酎明
ベ
お
同
開
�
 

鵬
狩
�
 

…ー明。� ν慨

~ur

酷
い
滋
吋
邸
円
作
�
 

M
m

0
3
R
Mgw

巴
的
時附

削
開山陣、� 

前
世
叩
訓
り
お
か
ら
綴
川
ね
す
る
。

W
A
W

A

。
法
務
滋
繁
一
ホ
第
総
務
�
 間十
�
 噌

公
耐
証
人
持
活
ハ
開
明
治
問
十
…
年
法
律
第
2
1
十
一
品
号
〉
耐
用
七

条
/
一
一
第
一
環
の
欄
既
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
公
恋
人
に

電
遜
豹
司
記
録
に
慢
す
品
事
務
在
行
わ
せ
る
。

と
の
幸
一
示
時
晶
、
�
 

の
白
か
ら
効
力
安
生
ず
る

平
成
二
十
一
一
年
九
晃
一
一
同

t
E
E m

m

e

。
法
務
審
告
示
第
四
日
一
昌
一
ヱ
十
九
回
市

一
戸
籍
法
第
富
十
八
条
第
一
項
の
銀
定
に
よ
り
、
次
の
区

町
長
者
電
子
情
報
終
選
滋
綴
に
よ
っ
て
一
一
戸
籍
事
務
者
取
う

扱
'
つ
市
区
町
村
雇
�
 
指
定
す
る

と
の
指
定
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
十
八
日
か
ら
効
力

者
生
ず
る
。

平

成

一

一

十

二

年

九

島

一

思

議

官

訊

凶

器

務

毘

柑

齢

制

緩

潔
襲
名
士
間
際
宮
市
議
室

持
部
地
部
大
国
…
千
帯
地
殻
子
拙
け
戸
地
中
刀
法
務
財
閥
蹴
刑
廃

鵬

官

必

然

象

情

徐

際

命

中

依

然

悩

欄

隅

糊

泌

総

疑

務

総


北

蹴

滋

川

上

泌

総

然

防

総

常

務

泌

総

務

総

綴

縁


。
法
務
意
向
一
審
開
問
富
十
一
努


出
入
同
校
灘
浜
び
難
問
同
窓
明
北
淡
則
的
表
第
…
の
こ
の
畿
の
技
能
英
明
織
の
情
慣
の
下
穏
に
銭
定
す
る
面
体
の
要
件
彩
定
め
る

Z
H
L

省
令
ハ
平
成
二
十
一
年
法
務
嘗
令
第
五
十
一
一
一
号
)
第
-
条
第
一
等
ト
の
盟
出
走
に
骨
骨
づ
き
、
登
理
団
体
者
次
の
と
お
む
告

示
す
る
。平

成

二

十

二

年

九

晃

一

忍

法

務

大

臣

千

葉

B

法
務
六
位

二
所
在
地
愛
知
察
名
古
田
昌
怒
東
区
英
一
ニ
丁
塁
一
十
三
雪
一
一
号
第
十
怨
オ
�
 シ
ャ
ン
ぜ
ル
�
 尚一
周
一
号
�
 

i

w

一
名
称
特
定
非
営
利
送
致
法
人
愛
知
県
自
本
由
国
友
好
協
会

H
L

J

v

A

e

/
i
h
 

a

景
子

千
幾
層
山
子

丸
木
俊
炎

竹
中
将
炎

僻
抑
叫
脱
線
端
綱

高

橋

線
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